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左
表
に
あ
る
各
種
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
現
況
届

ま
た
は
所
得
状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
に
よ
り
、
前
年
の
所
得
と
受
給
資
格
を
確
認
し
ま
す
。

届
出
が
な
い
場
合
、
手
当
て
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

外
来
や
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
場
合

は
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
提
示

す
る
と
、
ひ
と
月
の
自
己
負
担
が
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、
事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

【
対
象
者
】

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
で

①
69
歳
以
下
の
人

②
平
成
27
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
70
歳
以
上
74

歳
以
下
の
人

【
申
請
時
の
注
意
点
】

①
申
請
日
時
点
に
お
い
て
、
世
帯
に
国
民
健
康
保
険
料
の

滞
納
が
な
い
こ
と
。

②
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
が
前

年
中
所
得
の
申
告
を
し
て
い
る
こ
と
。

※
未
申
告
で
所
得
が
不
明
な
場
合
は
、
上
位
所
得
者
の
限

度
額
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

医
療
機
関
等
で
支
払
っ
た
医
療
費
の
自
己
負
担
金
が
一
定

の
額
（
自
己
負
担
限
度
額
）
を
超
え
た
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
そ
の
超
え
た
分
が
「
高
額
療
養
費
」
と
し
て
払
い
戻
さ
れ

ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

②
医
療
機
関
等
の
領
収
書

③
印
鑑

④
世
帯
主
の
通
帳
ま
た
は
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

【
申
請
期
間
】

診
療
を
受
け
た
月
の
翌
月
１
日
〜
２
年
以
内

【
注
意
点
】

①「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
使
用
し
て
い
て
も
該
当
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
同
世
帯
の
人
や
複
数
の
医
療
機
関
等
の
医
療
費
を
合
算

し
て
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

自
己
負
担
限
度
額
や
計
算
方
法
等
、
不
明
な
点
は
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

現
況
届
・
所
得
状
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

高
額
療
養
費
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

■問
保
険
医
療
課
（
7
６
５
‐
６
５
１
２
）

限
度
額
適
用
認
定
証
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

■問
保
険
医
療
課
（
7
６
５
‐
６
５
１
２
）

問
合
せ
・
相
談
先

保
険
医
療
課
〈
東
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
、
各
支
所

問
合
せ
・
相
談
先

保
険
医
療
課
〈
東
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
、
各
支
所

募集媒体にはこんなメリットが ・・・( 一例）
○広報ながはま…市内全世帯に配布するため、エリアマーケティングにぴったりです。

○ホームページ…検索エンジンでの自治体サイトへの評価が高いため、目につく効果以外にも検索エンジン対

策(SEO）になるといわれています。

市では、下記の媒体に広告を掲載していただける事業者を募集しています。詳しくは、市ホームページをご覧

ください。

※「長浜市有料広告掲載の取扱いに関する要綱」および各広告媒体の募集要領に準じて募集します。

公用車
【広告期間】10月１日(木)～平成28年３月31日(木)

【申込受付期間】８月３日(月)～14日(金)

【申 込 先】財産活用室(7６５－１７１７)

広報ながはま(１日号)
【広告期間】１か月単位

【広告規格】縦4.5cm×横9.0cm ２色刷

【募 集 枠】４枠

【発行部数】42,300部　全戸配布

【掲 載 料】25,000円／枠(税込)

【受　　付】随時

【対象事業者】市内の事業者優先

【申 込 先】市民広報課(7６５－６５０４)

市ホームページバナー
【広告期間】１か月単位

【広告規格】縦60ピクセル×横150ピクセル

GIF形式　容量４KB以内

【募 集 枠】３枠

【掲 載 料】25,000円／枠(税込)

【受　　付】随時

【対象事業者】市内の事業者優先

【申 込 先】市民広報課(7６５－６５０４)

平成28年度 長浜市健康づくり日程表(裏面)
【広告期間】平成28年４月～平成29年３月

【広告規格】縦4.5cm×横9.0cm １色刷

【募 集 枠】４枠

【発行部数】42,300部　全戸配布

【掲 載 料】25,000円／枠(税込)

【締　　切】９月30日(水)

【対象事業者】市内の事業者優先

【申 込 先】健康推進課(7６５－７７７９)

浅井支所電光サイン掲示板(浅井支所西側) 
【広告期間】通年　※１週間単位で募集

【広告規格】縦60cm×横410cm

黒地に赤文字(反転可能)、全角32文字以内

【掲 載 料】5,000円／週(税込)

【受　　付】随時

【対象事業者】市内の事業者優先

【申 込 先】浅井支所(7７４－４３５０)

市の公用車や発行物などでお店をＰＲしませんか

広告
公用車の種類

広告スペース
上限表示 縦×横(cm)

募集枠
広告料(税込)
(１か月あたり)

軽自動車

普 通 車

３枠
1,500円

１枠

側面(１面)
30×50

側面(１面)
30×50

※土日を除き、お盆の期間も受け付けます。

対象となる手当 提出書類

児童扶養手当

特別児童扶養手当

現況届

所得
状況届

提出期間

８月３日(月)
～

31日(月)

８月11日(火)
～

９月10日(木)

問合せ・提出先

子育て支援課
〈西館１階〉

7６５－６５１４

北部振興局
福祉生活課

各支所

しょうがい福祉課
〈西館１階〉

7６５－６５１８

特別障害者手当

障害児福祉手当

(経過的)福祉手当




